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同行援護・移動支援従事者養
成研修受講生募集

　視覚や身体に障がいのある人の外出

支援に必要な知識と技能を修得しま

す。

①移動支援全身性課程　とき　１月２１

日、２７日、２月３日（全３回）

②同行一般課程　とき　２月１８日、

３月４日、１０日（全３回）

③同行応用課程　とき　３月１８日、

２５日（全２回）　※同行一般課程また

は府知事が同行一般課程に相当するも

のとして認める研修の修了者が対象。

ところ　ジョブシティカレッジおも

ちゃ館（向陽台二丁目１３の９）

定員　各２５人

受講料　各１万１０００円（教材費含む）

申し込み　①は１月９日～１５日、

②③は１月９日～２月１３日に、Ｎ

ＰＯ法人シーシータイミング〔０７２

(３６６)５５６６〕へ（申し込み先着順）

とんだばやし人権セミナー　
持続可能な地球と地域の私た
ち～「持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）」を学ぼう～

　「国連持続可能な開発サミット」で掲

げられた「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）」では、「誰一人取り残されない」

「全ての人の人権を実現する」ことが

明言され、「人権」という言葉が開発の

目標の中で示されました。同セミナー

では、ＳＤＧｓについて学び、私たち

が毎日の生活でできることを考えます。

とき　１月２６日、午後１時３０分～４時

ところ　市消防本部

定員　４０人　参加費　無料

講師　岡島　克樹さん（大阪大谷大学

准教授）

申し込み　１月９日～２３日に、人

権文化センターまたはＮＰＯ法人とん

だばやし国際交流協会〔(２４)２６２２〕

へ（申し込み先着順）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

消費者啓発講座                    
「ホントに大丈夫？冷静に
なって考えよう！」

　市消費生活センターに寄せられる事

例などから身近な消費者トラブルを知

り、適切な知識を身に付けるため、消

費生活相談員による講座を実施します。

とき　①１月２６日、②２９日、③３１

日、④２月２日、いずれも午後２

時～３時３０分　

ところ　①くすのきホール２階第１会

議室（千早赤阪村水分２６３）、②河南町

役場４階大会議室南（河南町白木１３５９

の６）、③太子町まちづくり観光交流セ

ンター２階第１会議室（太子町山田

８８）、④けあぱる会議室

内容　事例紹介、対処法、クーリング・

オフの方法、食品ロスについて

定員　各２０人（当日、直接会場へ）　

受講料　無料（④は駐車料金が必要）

問い合わせ　商工観光課（内線４８３）

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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募集科目　自動車・車体整備科、電気

主任技術科、情報通信科、製造化学科、

Ｗｅｂシステム開発科

※申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　同校〔０７２５(５３)３００５〕

府職業能力開発校入校生募集

　同校は、障がい者のための訓練施設

です。同校では、平成３０年4月入校生

を募集しています。

募集科目　ＣＡＤ技術科、Ｗｅｂデザ

イン科、ＯＡビジネス科、オフィス実

践科、ワークサービス科

※申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　同校〔０７２(２９６)８３１１〕

 

けあぱる血液循環測定会

とき　２月１６日、１７日、午前１１時

～午後７時の間に各８回　※時間は申

し込み時に確認してください。

ところ　けあぱる

定員　各回２０人

参加費　１回３００円（当日、施設利用者

は１回２００円）　

申し込み　１月９日、午前１１時～、

ウエルネスけあぱるへ（申し込み先着

順、電話申し込み可）

※１月６日、午前７時～、けあぱる

ホームページ〔http://carepal.or.jp/〕か

らも申し込みできます（けあぱるホー

ムページから申し込む場合は、「その他

連絡事項」欄に希望する日時を明記し

てください）。

講座・催し

 

新築された認定長期優良住宅
の固定資産税を減額します

　新築された住宅で、長期優良住宅の

認定を受け、要件に該当する場合、一

定期間の固定資産税が減額されます。

減額期間　新築後５年間（３階建て以

上の中高層耐火住宅は７年間）

※該当要件など詳しくは、お問い合わ

せください。

※認定長期優良住宅に対する減額措置

は、新築住宅に対する減額措置に代え

て適用されます。また、都市計画税は

減額されません。

※新築の翌年１月３１日までに、認定を

受けて新築されたことを証明する書類

を添えて、課税課へ申告してください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

給与支払報告書は１月31日
までに提出を

　事業主は、「給与支払報告書」を、給

与の支払いを受けている従業員が１月

１日に居住する市町村の住民税担当課

へ１月３１日までに提出してください。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

 

府立南大阪高等職業技術専門
校入校生募集

　同校では、通信・環境・整備分野の

技能者の育成をめざして、職業訓練を

実施しています。同校では、平成３０年

４月入校生を募集しています。

税

募　集

認知症介護家族の交流会

とき　１月２４日、午後１時３０分～３時

ところ　金剛公民館

内容　認知症の人の 口  腔 ケア、交流会
こう くう

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族　※認知症の人が市内在

住の場合、市外在住の家族も参加可。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　１月２３日までに、高齢介

護課（内線１８９）へ（申し込み多数の場

合抽選）　※認知症の人もぜひ一緒に

参加してください。

若さ・健康・体力アップ教室

とき　２月７日～３月２８日の毎週水曜

日（３月２１日は除く）、午前９時４５分～

１１時４５分（全７回）　ところ　けあぱる

内容　体力チェック、運動や食事のポ

イント、口のケアについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　１月２８日までに、ウエル

ネスけあぱるへ（申し込み多数の場合

抽選、電話申し込み可）

コミュニティ通訳（翻訳）　　
ボランティア養成講座

　コミュニティ通訳とは、教育や福祉

などの場面で、行政や地域機関と外国

人をつなぐ役割を果たすものです。こ

の講座では、コミュニティ通訳をする

際の知識と心構えを学びます。

とき　１月１３日、午後１時～４時

ところ　ＮＰＯ法人とんだばやし国際

交流協会

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　１月９日～、同協会

〔(２４)２６２２〕へ（申し込み先着順）

２３

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。
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高額医療・高額介護合算療養
費制度の申請を

　１世帯で１年間に支払った医療保険

と介護保険の自己負担額の合計額が、

同制度の自己負担限度額（下表）を超

えるときは、それぞれからその超過額

が支給（払い戻し）されます。

　該当する人には１月下旬に申請手続

きが記載されている勧奨通知を送付す

る予定です。

　通知が届いたら、それに従って申請

してください。

負担軽減の例

夫婦２人世帯でどちらも７０歳以上、住

民税非課税（低所得Ⅱ）の場合

　１世帯で１年間に医療保険で２５万

円、介護保険で２５万円を支払い、年間

の負担が５０万円の場合、世帯員全員が

住民税非課税の場合の基準額３１万円を

超えた金額の１９万円が払い戻され、実

際の年間負担額が３１万円になります。

注意事項

・市国民健康保険に加入の７０歳未満の

人については、一つの医療機関（外来

は診療科ごとの場合あり）での自己負

担額が月額２万１０００円未満の場合は対

象になりません

・医療保険と介護保険の自己負担額が

いずれか０円の場合は対象になりませ

ん

国民健康保険
・支給額（超過額）が５００円以下の場合

は対象になりません

・平成２８年８月～２９年７月末までの間

に「市町村を越える転居をした人」「他

の医療保険制度から国民健康保険や後

期高齢者医療制度に移行した人」には、

勧奨通知を送付できない場合があります

問い合わせ　市国民健康保険加入者は

保険年金課（内線１５０、１５１）、後期高齢

者医療制度加入者は福祉医療課（内線

１５８、１５９）または府後期高齢者医療広

域連合給付課〔０６(４７９０)２０３１〕、介護

保険分は高齢介護課（内線１７７）

医療費通知を送付します　　
～医療費控除の申告に添付書
類として利用できます～

　平成２９年度税制改正により、２９年分

（３０年度）確定申告から、医療費控除

を申告する際に、従来どおりの医療費

の領収書に代えて、医療費通知を添付

書類として利用できることになりまし

た。２９年１１月、１２月に受診された医療

費通知は２月中旬に発送する予定で

す。それまでに申告をされる場合は、

医療機関発行の領収書に基づいて、国

税庁指定の「医療費控除の明細書」を

作成して添付してください。なお、今

後も領収書の原本は必ず受け取り、保

管をお願いします。

問い合わせ　医療費通知については保

険年金課（内線１５０、１５１）、医療費控除

の申告については富田林税務署〔(２４)

３２８１〕

 

水道管の更新工事にご協力を

　本市では、災害時でも安全・安心な

水道水を皆さんに届けるため、病院や

指定避難所など災害時に拠点となる重

要な施設につながっている水道管を災

害に強いものに替える工事や、古く

なった水道管を取り替える工事を各所

で実施しています。

　近隣にお住まいの人をはじめ、通行

される皆さんにはご迷惑をお掛けしま

すが、皆さんに安心して水道を利用い

ただくために必要な工事ですので、ご

理解とご協力をお願いします。

問い合わせ　水道工務課（内線２５６）

 

固定資産税（償却資産）の　 
申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税対象になります。

　１月１日現在、市内に償却資産を所

有している法人や個人事業主は１月３１

日までに申告してください（休・廃

業されている場合も申告が必要です）。

　なお、所有者には平成２９年１２月中に

申告書類を郵送していますが、届いて

いない場合や事業開始などにより本市

に初めて申告される場合はご連絡くだ

さい。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

上下水道

税

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２４
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成人式を迎える皆さんへ

　国民年金は、年を取ったとき、病気

や事故で障がいが残ったとき、家族の

働き手が亡くなったときに、働いてい

る世代みんなで支えようという考えで

作られた仕組みです。

　日本に住んでいる２０歳以上６０歳未満

の人は、国民年金への加入が法律で義

務付けられています。原則として国民

年金保険料を納めなければ年金を受け

取ることができません。しかし、経済

的理由などで納めることが困難なとき

は、申請により保険料の免除や納付を

猶予することができる制度などもあり

ます。詳しくは、お問い合わせくださ

い。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、

１５４）、天王寺年金事務所〔０６(６７７２)

７５３１〕

源泉徴収票が送付されます

　老齢年金は所得税法上の雑所得とし

て課税対象になります。

　そのため、老齢年金の受給者には１

年間の年金の支払い総額などを記載し

た「源泉徴収票」が１月下旬に日本年

金機構から送付されますので、確定申

告などの際に添付してください。

　また、紛失などした場合は再交付申

請をしてください。

　なお、障がい年金や遺族年金などは

課税対象外のため同票は送付されませ

ん。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金
国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」をご利用ください

　国民年金保険料の平成３０年４月末の

口座振替分で、割引額の大きい「２年

前納」がご利用いただけます。

　申込期限は２月末までです。詳しく

は、お問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

  

手話通訳者、要約筆記者の　
登録を

　本市では、聴覚障がい者および音

声・言語機能障がい者などの福祉に理

解があり、熱意のある手話通訳者、要

約筆記者を募集しています。

対象者　２０歳以上で日常生活上の必要

なことについて手話通訳できる人、ま

たは要約筆記講習会を修了した人　

※手話通訳者には、２月２５日に登録

判定試験を実施します。

申し込み　２月９日までに障がい福

祉課（内線１９３）へ

献血にご協力を

とき　１月１３日、午前１０時～１１時３０分

ところ　彼方小学校

対象者　１８～６９歳で体重が５０㌔以上の

人（６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献

血経験がある人に限ります）　

※ただし、男性は１７歳から可能。その

他の条件などは、お問い合わせくださ

い。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

福　祉

高齢者の障がい者控除対象者
認定書の申請を

　６５歳以上の寝たきりや認知症の高齢

者は、身体障がい者手帳などを持って

いなくても、市の障がい者控除対象者

認定書の交付を受ければ、所得税や個

人住民税の障がい者控除が適用される

場合があります。所定の基準を満たす

人には、認定書を交付しますのでお問

い合わせください。なお、身体障がい

者手帳などの所持者は、改めて認定書

の交付を受ける必要はありません。

対象者　身体障がい者手帳などの交付

を受けていない人で、要介護認定を受

け、障がい者に準じる状態の人など

問い合わせ　高齢介護課（内線１９６）

２５

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。
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